
(公社)幡多法人会・中村税務署管内納税貯蓄組合連合会 

幡多間税会・幡多地区青色申告会連合会 

 

 

 

 

 いよいよ本年 10月から国民 1人に 1つの個人番号【マイナンバー】の付与が開始されます。 

この個人番号により、来年１月から源泉税納付や社会保険等の法定事務、従業員や扶養家族の

マイナンバーの管理、様々な面から新たな業務が発生します。 

 本セミナーでは、施行が直前に迫ったマイナンバー制度の概要と、事業者の運営上の留意点、

および準備すべき事項等を、①行政・税務、②労務、③データセキュリティー、の３つの側面

より、それぞれの分野の専門家に、２回にわたって、お話ししていただきます。 

 

日時 
 ９月１８日（金） 

午後１時３０分～午後５時 

１０月１６日（金） 

午後１時３０分～午後５時 

場所 中村商工会館（四万十市中村小姓町４６） ３Ｆ 大会議室 

内
容
・
講
師 

【制度の概要①】（１時間） 

 高知県総務部市町村振興課 

太田 徹 チーフ 

【労 務②】（１時間） 

上田経営管理事務所 

 上田 宜洋 社労士 

【データ・セキュリティー③】（１時間） 

ＮＴＴ西日本高知支店 

 斉藤 幸生 副支店長 

【質疑応答】（３０分） 

【税 務①】（１時間） 

中村税務署 総務課 

 伊勢本 勝広 課長 

【労 務②】（１時間） 

上田経営管理事務所 

 上田 宜洋 社労士 

【データ・セキュリティー③】（１時間） 

ＮＴＴ西日本高知支店 

斉藤 幸生 副支店長 

【質疑応答】（３０分） 

※１回でも受講可。テーマ、講師などは変更の場合がありますので、ご了承ください。 

 

 ～ マイナンバーセミナー参加申込書 ～ 

【９月１８日、１０月１６日実施】 

＜送信先＞ (公社)幡多法人会 事務局 武田 まで 【FAX 0880-34-6897】 

 

事業所名 氏 名 
受講する回に 

〇印をつけてください。 

  Ⅰ． ２回とも受講 
Ⅱ． ９月１８日のみ受講 
Ⅲ． １０月１６日のみ受講 

  Ⅰ． ２回とも受講 
Ⅱ． ９月１８日のみ受講 
Ⅲ． １０月１６日のみ受講 

※準備の都合上、９月１１日（金）までに、お知らせください。 

【
共
催
団
体
】 

受講料無料 


